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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、前記基板上に設けられた複数の超音波トランスデューサとを有する超音波探触
子において、
　前記複数の超音波トランスデューサは、それぞれ下部電極と、上部電極と、前記上部電
極と共に振動するダイアフラムと、前記下部電極と上部電極の間に設けられた空隙とを有
し、
　前記ダイアフラムは多角形の形状を有し、当該ダイアフラムはその表面又は内部に梁を
有し、
　前記複数の超音波トランスデューサは、前記梁の幅をダイアフラム単位で異にする複数
種類のダイアフラムで構成される
　ことを特徴とする超音波探触子。
【請求項２】
　請求項１記載の超音波探触子において、前記ダイアフラムは六角形であることを特徴と
する超音波探触子。
【請求項３】
　請求項２記載の超音波探触子において、前記梁は前記ダイアフラムの対向する頂点間を
結ぶように形成されていることを特徴とする超音波探触子。
【請求項４】
　請求項１記載の超音波探触子において、前記ダイアフラムは長方形であることを特徴と
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する超音波探触子。
【請求項５】
　請求項４記載の超音波探触子において、前記梁は長方形のダイアフラムの長辺と長辺と
の間を結ぶように設けられていることを特徴とする超音波探触子。
【請求項６】
　請求項１記載の超音波探触子において、隣接するダイアフラム間の間隔は前記基板内を
伝播する超音波の最も成分の多い周波数における波長の１／８０以下であることを特徴と
する超音波探触子。
【請求項７】
　請求項１記載の超音波探触子において、当該超音波探触子のアレイ化方向と直交する方
向に配置された複数の超音波トランスデューサは、それぞれの上部電極が電気的に接続さ
れて副素子を構成していることを特徴とする超音波探触子。
【請求項８】
　請求項７記載の超音波探触子において、前記副素子の束ね方を変更する束ねスイッチを
有することを特徴とする超音波探触子。
【請求項９】
　基板と、前記基板上に設けられた複数の超音波トランスデューサとを有する超音波探触
子において、
　前記複数の超音波トランスデューサは、それぞれ下部電極と、上部電極と、前記上部電
極と共に振動する長方形のダイアフラムと、前記下部電極と上部電極の間に設けられた空
隙とを有し、前記ダイアフラムは長辺と短辺の長さの比が異なる形状を有し、当該ダイア
フラムはその表面又は内部に梁を有し、
　前記複数の超音波トランスデューサは、前記梁の幅をダイアフラム単位で異にする複数
種類のダイアフラムで構成される
　ことを特徴とする超音波探触子。
【請求項１０】
　請求項９記載の超音波探触子において、前記長方形のダイアフラムは、長辺が当該超音
波探触子のアレイ化方向と直交する方向になるように配置されていることを特徴とする超
音波探触子。
【請求項１１】
　請求項９記載の超音波探触子において、前記長方形のダイアフラムは、長辺が当該超音
波探触子のアレイ化方向と同じ方向になるように配置されていることを特徴とする超音波
探触子。
【請求項１２】
　請求項９記載の超音波探触子において、隣接するダイアフラム間の間隔は前記基板内を
伝播する超音波の波長の１／８０以下であることを特徴とする超音波探触子。
【請求項１３】
　請求項９記載の超音波探触子において、当該超音波探触子のアレイ化方向と直交する方
向に配置された複数の超音波トランスデューサは、それぞれの上部電極が電気的に接続さ
れて副素子を構成していることを特徴とする超音波探触子。
【請求項１４】
　請求項１３記載の超音波探触子において、前記副素子の束ね方を変更する束ねスイッチ
を有することを特徴とする超音波探触子。
【請求項１５】
　被検体に超音波を送受波する超音波探触子と、
　前記超音波探触子によって得られた信号から画像を作成する画像作成部と、
　前記画像を表示する表示部と、
　被検体の測定部位の深さに応じて前記超音波探触子の焦点を制御する制御部とを備える
超音波撮像装置において、
　前記超音波探触子は基板上に、それぞれ下部電極と、上部電極と、前記上部電極と共に
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振動するダイアフラムと、前記下部電極と上部電極の間に設けられた空隙とを有する複数
の超音波トランスデューサを有し、前記ダイアフラムは多角形の形状を有し、当該ダイア
フラムはその表面又は内部に梁を有し、前記複数の超音波トランスデューサは、前記梁の
幅をダイアフラム単位で異にする複数種類のダイアフラムで構成されていることを特徴と
する超音波撮像装置。
【請求項１６】
　請求項１５記載の超音波撮像装置において、前記ダイアフラムは六角形であり、前記梁
は前記ダイアフラムの対向する頂点間を結ぶように形成されているとともに、幅の異なる
複数の梁が設けられ、１つのダイアフラムに対して設けられた梁の幅は同じであることを
特徴とする超音波撮像装置。
【請求項１７】
　請求項１５記載の超音波撮像装置において、隣接するダイアフラム間の間隔は前記基板
内を伝播する超音波の最も成分の多い周波数における波長の１／８０以下であることを特
徴とする超音波撮像装置。
【請求項１８】
　被検体に超音波を送受波する超音波探触子と、
　前記超音波探触子によって得られた信号から画像を作成する画像作成部と、
　前記画像を表示する表示部と、
　被検体の測定部位の深さに応じて前記超音波探触子の焦点を制御する制御部とを備える
超音波撮像装置において、
　前記超音波探触子は基板上に、それぞれ下部電極と、上部電極と、前記上部電極と共に
振動する長方形のダイアフラムと、前記下部電極と上部電極の間に設けられた空隙とを有
する複数の超音波トランスデューサを有し、前記ダイアフラムは長辺と短辺の長さの比が
異なる形状を有し、当該ダイアフラムはその表面又は内部に梁を有し、前記複数の超音波
トランスデューサは、前記梁の幅をダイアフラム単位で異にする複数種類のダイアフラム
で構成されることを特徴とする超音波撮像装置。
【請求項１９】
　請求項１８記載の超音波撮像装置において、隣接するダイアフラム間の間隔は前記基板
内を伝播する超音波の最も成分の多い周波数における波長の１／８０以下であることを特
徴とする超音波撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波探触子及び超音波撮像装置に関し、特にダイアフラム型超音波トラン
スデューサを用いた超音波探触子及び超音波撮像装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波を送受信するトランスデューサの主流は、ＰＺＴに代表されるセラミックス系の
圧電素子を用いたトランスデューサである。この圧電セラミックス系超音波トランスデュ
ーサは現在も、実用に供されている超音波トランスデューサの大半を占めているが、これ
を置き換えるべく、半導体マイクロ加工技術によるマイクロメートルオーダーの構造を有
する微細なダイアフラム型超音波トランスデューサの研究開発が１９９０年代より始まっ
た（Proceedings of 1994 IEEE Ultrasonics Symposium 1241-1244頁）。その典型的な構
造は、図１８の断面摸式図に示したように、空隙４を挟んで基板１と平坦なダイアフラム
６の双方に設けられた下部電極２及び上部電極３がコンデンサを形成するものである。こ
の電極２，３間に電圧を印加すれば、両電極上に反対符号の電荷が誘起され、互いに引力
を及ぼしあうので、ダイアフラム６が変位する。このとき、ダイアフラム６の外側が水や
生体に接していれば、これらの媒体中に音波を放射する。これが送信における電気・音響
変換の原理である。一方、ＤＣバイアス電圧を印加して電極２，３上に一定の電荷を誘起
しておき、ダイアフラム６の接している媒体から強制的に振動を加え、ダイアフラム６に
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変位を与えると、変位に対応する電圧が両電極２，３間に付加的に生ずる。この受信にお
ける音響・電気変換の原理は、可聴音域のマイクロフォンとして用いられているＤＣバイ
アス型コンデンサマイクロフォンの原理と同じである。
【０００３】
　超音波ビームの形成においては、上記トランスデューサを多数並べ、図１９のようにア
レイ化して使用する。図１９では、複数個の六角形のトランスデューサ１２をトランスデ
ューサ間結線１３で電気的に結合し、図示した境界線２０で区画される一つのチャンネル
を形成している。超音波トランスデューサを用いて超音波パルスの送受信を行い、エコー
信号から対象物の断層像を画像化する場合において、超音波トランスデューサの電気・機
械変換効率の周波数特性が平坦であるほど、時間軸上のパルス幅が狭くなり高分解能とな
る。また、トランスデューサから対象までの距離に応じて異なる周波数を選択できるなど
、装置の制御方法の自由度が広がる利点がある。このため、図２０に示すように、径の異
なるダイアフラムを有するトランスデューサ１２をトランスデューサ間結線で繋いで１つ
の素子１４として同時に駆動して、広帯域化を図る方法が米国特許第５，８７０，３５１
号明細書に開示されている。
【非特許文献１】Proceedings of 1994 IEEE Ultrasonics Symposium, pp.1241-1244
【特許文献１】米国特許第５，８７０，３５１号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、図２０に示すように、大きさが異なる多角形や、円形のダイアフラムを敷き詰
めて超音波探触子を構成した場合には、トランスデューサ間に必ず隙間が生じる。この隙
間は、以下の二つの観点で超音波探触子の性能を劣化させてしまう。まず、有効な素子面
積が減少することによって、実効的な送受波の感度が低下する。また、ダイアフラムが形
成されていない素子部分が超音波探触子の送受波口径中に露出していると、その部分から
基板内に入った音が残響音の原因となり、診断画像上の虚像の原因となる。残響音に関し
ては、ダイアフラムから、ダイアフラムが形成されていない部分を通って、伝播した超音
波が隣接するトランスデューサの端で反射され、再び元のダイアフラムに戻ってくること
も、その原因となりうる。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の超音波探触子は、基板上に、上部電極と下部電極と空隙層とを備える超音波ト
ランスデューサが複数アレイ状に配列された構造を有する。複数の超音波トランスデュー
サは異なる共振周波数を持ち、基板表面の超音波トランスデューサが設けられていない部
分で受ける超音波の影響によるノイズが－６０ｄＢ以下となるような充填率で、基板上に
配置される。
【０００６】
　本発明では、一態様として、ダイアフラム型超音波トランスデューサの多角形ダイアフ
ラムの上又は内部に梁構造を作り、ダイアフラムの直径は同じで梁の幅の異なる複数のダ
イアフラム型超音波トランスデューサを電気的に同時に駆動することで、ダイアフラム間
の隙間を抑制しつつ、広帯域化を実現する。または、幅が異なる複数の梁を一つのダイア
フラム上に、並べて形成することで、ダイアフラム間の隙間の面積を最小限に抑え、広帯
域化を実現する。もしくは、短辺の長さが異なる複数の長方形ダイアフラムを電気的に同
時に駆動することで、ダイアフラム間の隙間を抑制しつつ、広帯域化を実現する。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、ダイアフラム間の隙間の面積を最小化することで、トランスデューサ
のパルス特性上の尾引きを抑制し、かつトランスデューサの電気的な１素子としての帯域
幅を広く設定することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【０００８】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
　図１は、本発明の超音波トランスデューサを用いた超音波撮像装置の構成例を示す図で
ある。この図１を用いて、超音波診断装置の動作を説明する。
【０００９】
　予めプログラミングされた送受信シークエンス制御部２０１の制御に基づいて送信遅延
及び重み選択部２０３において、送波ビームフォーマ２０４に与える、各チャンネルの送
信遅延時間、重み関数の値が選択される。これらの値に基づいて、送波ビームフォーマ２
０４は切り替えスイッチ２０５を介して、電気・音響変換素子１０１に送波パルスを与え
る。このとき、電気・音響変換素子１０１にはバイアス電圧制御部２０２によって、バイ
アス電圧も印加されており、その結果、電気・音響変換素子１０１から、ここには図示し
ない被検体に対して超音波が送波される。被検体内の散乱体によって、反射した超音波の
一部は、再び電気・音響変換素子１０１で受信される。送受信シークエンス制御部では、
送波を行うタイミングから所定の時間が経過した後に、今度は受波ビームフォーマ２０６
を、受信モードを起動するように制御する。前記の所定の時間とは、例えば、被検体の深
さ１ｍｍより深いところから画像を所得する場合には、１ｍｍを音が往復する時間のこと
である。送波直後に受信モードに入らないのは、通常、送信する電圧の振幅に対して、受
信する電圧の振幅は１００分の１から１０００分の１と極めて小さいからである。受波ビ
ームフォーマ２０６では、いわゆるダイナミックフォーカスと呼ばれる、反射超音波の到
達時間に応じて、連続的に遅延時間と重み関数の制御を行う。ダイナミックフォーカス後
のデータは、画像作成手段、例えば、フィルタ２０７、包絡線信号検出器２０８、スキャ
ンコンバータ２０９で画像信号に変換されたあと、表示部２１０に超音波断層像として表
示される。
【００１０】
　トランスデューサを様々な用途で実用化する際に重要となる基本的特性の一つは、中心
周波数と比帯域幅で表される周波数特性である。中心周波数ｆｃは、電気・機械変換効率
（感度）が最も良い周波数のことである。また、比帯域幅ｆｈは、例えば３ｄＢ幅といっ
た場合には、中心周波数での感度から３ｄＢ落ちた二つの周波数の間隔を中心周波数で割
ったものとして定義される。比帯域幅は広いほど、一つのトランスデューサを様々な周波
数帯に用いることができ、あるいは時間幅の短い超音波パルスを形成できるため、超音波
ビームを用いた撮像の場合には高い距離分解能が得られるなどの有益な特性が得られる。
ダイアフラム型超音波トランスデューサにおける中心周波数ｆｃは、ダイアフラムの共振
周波数とほぼ等しい値となるので、ダイアフラムの剛性をＤ、質量をｍとすると、次式(1
)で表わされ、比帯域幅ｆｈは式(2)で表わされる。
【００１１】
【数１】

【００１２】
　振動ダイアフラムの剛性及び質量は、材料が固体の場合、振動ダイアフラムの形状とそ
の寸法、及び振動ダイアフラムの厚さによって決定される。従って、原理的には適切な振
動ダイアフラムの形状と厚さを決定することによって、望みの周波数特性が得られること
になる。しかし中心周波数、感度の最大値、比帯域幅と三つのパラメータを最適化するの
に、Ｄとｍの二つの設計自由度だけでは不足することになる。
【００１３】
　通常の２次元断層像を撮像する超音波診断装置用の超音波探触子は、断層面に垂直な方
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向（短軸方向）は音響レンズによる固定フォーカスで、断層面に沿った方向（長軸方向）
に振動子をアレイ化して並べ、電子フォーカスで断層面内の所望の位置に超音波ビームを
フォーカスするように構成されている。良好な超音波ビームを形成するには、ビームの中
心周波数での波長の半分程度の幅でトランスデューサをアレイ化することが理想的であり
、例えば中心周波数が５ＭＨｚでは、０．１５ｍｍ程度の幅でアレイ化される。短軸方向
では、トランスデューサの幅が広いほど焦点でのビーム幅は狭くなり、空間分解能の高い
断層像を得ることが出来るが、短軸の固定フォーカスの焦域があまり狭いと、長軸の電子
フォーカスでフォーカス域を制御するのが難しくなる。また患者の肋骨の隙間など、患部
に押し当てて操作する場合の使い勝手の観点からも、短軸幅は７～８ｍｍ程度が望ましい
。つまり、電気的な１素子の大きさは７～８ｍｍ×０．１５ｍｍ程度であるので、例えば
ダイアフラムの直径が５０μｍ程度の場合には、１５０×３＝４５０個のダイアフラムが
電気的な１素子の中に並べられた状態で使うことになる。この数百個のダイフラムそれぞ
れの形状、材質を変えると、電気的な１素子全体での比帯域幅をより自由に設計できるよ
うになる。原理的には形状、材質に関して自由度があるが、実際の半導体プロセスでは、
基板の上に順に層構造を作製していくので、隣接するトランスデューサ毎に材質を変える
ことは現実的でなく、ダイアフラムの厚さを変えることも難しい。結果として、ダイアフ
ラムの直径を変えることによって所望の比帯域幅を設計するのが最も現実的な方法である
。
【００１４】
　米国特許第５，８７０，３５１号明細書には、図２０に示すように、電気的に結合され
た一つの素子の中にダイアフラムの径が異なる六角形を多数並べた例が示されている。し
かし、直径が異なる円や多角形で領域を敷き詰めた場合には、充填効率が下がってしまう
という問題がある。これは、（ダイアフラムの面積）／（素子全体の面積）の比率が低下
して感度が低下するという問題以上に、素子のパルス特性に大きな影響を与える。このパ
ルス特性の劣化について、図２１を用いて説明する。図２１に示すように、大きさの異な
る六角形のダイアフラムを複数配置した場合には、着目しているダイアフラムから、ダイ
アフラムの形成されていない部分を通り、着目したダイアフラムの周囲のダイアフラムの
端面で反射され再び着目ダイアフラムに超音波が戻ってくる経路（図中の矢印）の長さが
、単一の大きさの六角形ダイアフラムを敷き詰めて形成されたアレイの場合に比べ、長く
なる。
【００１５】
　図２は、着目するダイアフラムと隣接ダイアフラム間の距離を変えたときの、超音波受
波パルス特性を有限要素法によってシミュレーションした結果を示すグラフである。ここ
では、ダイアフラムの幅は６０μｍ、長さは無限の二次元モデルの例を扱っている。ダイ
アフラムの材料は窒化シリコンで、厚みは１．２μｍである。アレイの前面から到達する
超音波は、中心周波数１０ＭＨｚの正弦波で、サイクル数は１周期分である。横軸は時間
であり、アレイの前面から到達する超音波パルスがダイアフラム表面に到達した時間を原
点にとっている。縦軸は、ダイアフラム中心部分の垂直方向への速度である。４つのグラ
フは、隣接ダイアフラム間の距離が、それぞれ５μｍ、２０μｍ、４０μｍ、６０μｍの
場合を示している。
【００１６】
　図２から、隣接ダイアフラム間の距離を広げるに従い、パルス幅が広がっていることが
わかる。隣接ダイアフラム間の距離が５μｍのときは、ほぼ外部から到達した超音波波形
と同様なダイアフラムの変形となっており、ダイアフラム中心部分は１周期分の正弦波の
振動をしたあと（約０．１マイクロ秒後）、振動振幅が急速に小さくなり、パルス幅は狭
く、超音波からダイアフラムの変形へ変換する伝達関数の周波数特性はほぼ平坦である。
一方、隣接ダイアフラム間の距離が広がるに従い、パルス波形が伸びている。隣接ダイア
フラム間距離が６０μｍでは、隣接ダイアフラム間距離が５μｍの場合に比べ、パルス幅
がほぼ１．５倍に伸び、このような条件のアレイを用いた場合には空間分解能が劣化する
ことを示している。
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【００１７】
　図３は、隣接ダイアフラム間距離が２０μｍ、４０μｍ、６０μｍの場合の受波パルス
波形から、隣接ダイアフラム間距離が５μｍの場合の受波パルス波形を差し引いた波形を
示すグラフである。隣接ダイアフラムからの反射波の影響がほぼ無い条件である、隣接ダ
イアフラム間距離が５μｍの受波波形と比べることで、隣接ダイアフラムからの反射波を
抽出することが出来る。この隣接ダイアフラムからの反射波が、隣接ダイアフラム間距離
に応じて大きくなっていることが顕著に示されている。
【００１８】
　この反射波の絶対値の積分値を縦軸にとり、隣接ダイアフラム間距離を横軸にとったグ
ラフが図４である。縦軸は、元の受波波形の絶対値の積分値で規格化してある。縦軸の値
が、反射波の影響がほぼ無視出来る０．１以下になるのは、隣接ダイアフラム間距離が１
０μｍ以下であることが示されている。これは、シリコン内を伝播する音速が８０００ｍ
／ｓであることを考えると、１０ＭＨｚでの超音波の波長が８００μｍであるから、波長
の１／８０以下という条件であることがわかる。
【００１９】
　複数のダイアフラム型超音波トランスデューサを電気的に結合して構成される１素子と
してのトランスデューサの領域にダイアフラムが形成されていない領域が存在すると、以
下に示す過程によってもパルス特性が劣化する。図２２はダイアフラムの隙間から基板に
入った超音波がノイズを生成するメカニズムの説明図であり、図２２（ａ）はダイアフラ
ムとその周辺の断面模式図、図２２（ｂ）は受波電圧信号の時間変化を表す図である。
【００２０】
　図２２（ａ）に示すように、ダイアフラムの上の方からくる超音波パルスを受信する場
合を考えると、まずダイアフラムに直接入射した超音波パルスＡは、図２２（ｂ）の横軸
時間、縦軸受波電圧信号のグラフ上のＡで示されるように電気信号に変換される。一方、
ダイアフラム間の隙間の領域に到達した超音波パルスＢは、図２２（ａ）の経路ａ，ｂ，
ｃに示すように、基板内で多重反射を繰り返しながら、ダイアフラムのリム部を通ってダ
イアフラムに到達する。この経路ａ，ｂ，ｃを通った超音波パルスも、ダイアフラムを変
形させて電気信号に変換され、図２２（ｂ）に示す波形Ｂ，Ｂ’，Ｂ”として、電気信号
上に現れる。
【００２１】
　超音波診断装置においては、血管の内部構造を観察する場合など、血管外の組織部と血
管の内腔のように、互いに反射率強度が４０ｄＢから６０ｄＢも異なるような部位を観察
するために、輝度の圧縮を行って広いダイナミックレンジで画像化している。そのため、
ＢやＢ’などのエコーが微弱なものであっても、血管周辺の組織からの反射信号Ａに、時
間が遅れたＢやＢ’のエコーが伴うと、これが血管内部の像として観察され、血管内のプ
ラークなのか、Ｂなどの虚像なのか区別できなくなってしまう。通常の超音波診断装置の
画像のダイナミックレンジから判断すると、信号Ｂの振幅は信号Ａの振幅に比べて、１０
００分の１、すなわち－６０ｄＢ程度まで小さく抑える必要がある。前述のように、ダイ
アフラムの隙間の長さを波長の１／８０程度まで短くすれば、隙間を介しての音の伝播効
率が低下して、Ｂの様な残響音の影響が問題とならなくなってくる。この経路ａでウエハ
内に入る超音波の大きさを十分に小さくしておけば、経路ｂの多重反射の反射率を十分に
小さく出来なくても、Ｂの残響音を小さく出来るので、結果として、経路ｂの多重反射の
反射率に大きな影響を与えるウエハと背面材料の接着剤の厚みや材質に関する選定の自由
度が増え、製造工程の取り得る自由度が向上する。
【００２２】
　本発明では、このダイアフラムの隙間の面積を最小化しつつ、互いに異なる共振周波数
を持たせて比帯域幅を拡大するのに適したダイアフラムの形状及び構造を採用する。
【００２３】
　図５は、本発明による超音波探触子の一実施例を示す図であり、超音波探触子を構成す
る半導体ダイアフラム型超音波トランスデューサアレイの一部を示す上面図である。図６
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は、図５に示したアレイ中の一つのダイアフラム型超音波トランスデューサを切断し、斜
め上方から観察した様子を示す断面模式図である。
【００２４】
　個々のダイアフラム型超音波トランスデューサは、図６に示すように、基板１上に形成
した下部電極２の上に、内部に空隙４を有する第１のダイアフラム層５を形成し、その上
に上部電極３、第２のダイアフラム層６を順に形成し、更に第２のダイアフラム層の上に
ダイアフラムの対向する頂点間を結ぶ梁７を形成したものである。下部電極２と上部電極
３とは、内部に空隙４を有するダイアフラム層５を介して対向し、コンデンサを構成する
。六角形の形状をした各ダイアフラムの中心部には、ダイアフラムの形状と相似形の膜が
梁と連続するように形成されている。図７に示すように、梁のみを形成すると、ダイアフ
ラム中央付近の梁が交差する部分において、鋭角な部分が生じ、半導体のエッチングプロ
セスなどによって、鋭角部分を削るときにバラつきが生じる可能性がある。ここで中央に
相似形部分を形成すると、鋭角な部分を作らないですむという利点がある。また、ダイア
フラム型のトランスデューサにおいては、大きなＤＣバイアスを印加した方が、蓄積され
る電荷が多いため、送受波の感度を向上することができるが、このときに過度なＤＣバイ
アスを印加すると、ダイアフラムの一部が空隙４の反対側面に接触してしまう。このよう
な接触は、ダイアフラムへの電荷注入の原因となり、素子の電気音響変換特性にドリフト
をもたらすことになる。梁を形成した場合、梁の隙間の部分で、かつダイアフラムの中心
近傍の部分から接触することになる。接触なく印加できるＤＣバイアスの上限を大きくす
るには、凹凸なく変形したほうが有利であるので、梁の交点部近傍にはダイアフラムの相
似形の膜を形成するのが有利である。このとき、相似形部の大きさがあまり大きいと、梁
の隙間が全て埋まってしまい、梁を形成した意味が無くなるので、相似形部の直径はダイ
アフラム全体の直径に対して５０％から８０％程度であることが望ましい。
【００２５】
　ここで梁とは、幅が長さに比べ小さく、ダイアフラムの一部のみを覆う形状の構造体で
ある。梁は、以下に示すような硬さの条件を備えることで、ダイアフラム型超音波トラン
スデューサ全体の共振周波数に影響を与える。すなわち、空隙４の上方壁部を構成するダ
イアフラム部の材料の硬さに比べ梁の硬さを十分に大きくする、もしくはダイアフラム部
の厚みに比べ梁の厚みを十分に大きくすることで、ダイアフラム型超音波トランスデュー
サ全体の共振周波数は、梁の形状と材質によって制御することができる。例えば、幅Ｗ、
長さｌ、厚さｔの単純な直方体形状の梁を考えると、厚み方向の共振周波数ｆbは下式(3)
で与えられる。ここで、Ｅはヤング率、Ｉは断面モーメント、ｍは質量である。
【００２６】
【数２】

【００２７】
　断面形状が長方形の梁では、断面モーメントＩはＷｔ3／３であるため、式(3)は式(4)
のようになる。
【００２８】
【数３】

【００２９】
　従って、梁の材質が同じで、厚みｔと長さｌが一定の場合、共振周波数ｆbは幅Ｗの平
方根に比例することになる。
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【００３０】
　梁が、周辺部で幅Ｗの直方体状であり、ダイアフラムの中心部ではダイアフラムと相似
形の、図５や図６に示すような形状の場合には、近似的にダイアフラム中心部を質量Ｍの
錘とみなすと、式(3)は式(5)のようになり、前記とほぼ同じように取り扱うことが可能と
なる。
【００３１】
【数４】

【００３２】
　このように、ダイアフラムの共振周波数を梁の幅Ｗの大きさで制御できるようになると
、ダイアフラムの径は一定で、ダイアフラムの表面あるいは裏面に設けた梁の幅Ｗが異な
るトランスデューサを図５に示すように敷き詰めることで、ダイアフラム間の隙間がなく
、共振周波数が異なる複数のダイアフラム型超音波トランスデューサで、１つの超音波ト
ランスデューサを構成することが可能になる。図５では、１つの素子として機能する超音
波トランスデューサの境界線を破線２０によって示している。このとき、下部電極２は１
つの超音波トランスデューサを構成する複数のダイアフラム型超音波トランスデューサに
共通であり、１つの超音波トランスデューサを構成する複数のダイアフラム型超音波トラ
ンスデューサの上部電極同士は結線１３によって電気的に相互に接続されている。
【００３３】
　以下に、図６に示したダイアフラム型超音波トランスデューサを構成する材料と寸法の
例について説明する。基板１はシリコンからなり、シリコン基板の上に、厚み５００ｎｍ
程度の金属もしくはポリシリコンなどからなる下部電極２が形成されている。下部電極２
の上には、酸化シリコンなどの絶縁膜が５０ｎｍ程度の厚みで形成され、その上に厚み方
向の寸法が２００ｎｍ程度の空隙４が形成され、空隙４の上壁を構成する絶縁膜（第１の
ダイアフラム層）５が１００ｎｍ程度形成され、その上にアルミニウムなどの金属で形成
される上部電極３が厚み４００ｎｍ程度形成され、この上に空隙４の全面を覆う窒化珪素
からなる第２のダイアフラム膜６が厚み２００ｎｍ程度形成され、そのうえに梁７を構成
する窒化珪素の膜が厚み１０００ｎｍ程度形成されている。ただし、これらの材質や寸法
は単なる一例であり、上記に説明した通りでなくても構わない。例えば、梁を窒化珪素で
構成し、ダイアフラムの直径を６０μｍ、膜の厚み及び梁の厚みをそれぞれ２μｍと４μ
ｍとすると、Ｗ1が０．５μｍのとき中心周波数が７．８ＭＨｚで－６ｄＢ比帯域幅が１
２０％（－６ｄＢ比帯域が３～１２．５ＭＨｚ）、Ｗ2が４μｍのとき中心周波数が１０
ＭＨｚで－６ｄＢ比帯域幅が１００％（－６ｄＢ比帯域が５～１５ＭＨｚ）、Ｗ3が２０
μｍのとき中心周波数が１１．５ＭＨｚで－６ｄＢ比帯域幅が９６％（－６ｄＢ比帯域が
６～１７ＭＨｚ）となる。梁の幅Ｗ1，Ｗ2，Ｗ3を有するトランスデューサの数をそれぞ
れ最適にすることにより（Ｗ1とＷ3の数をＷ2の数より多くした方が、より平坦な周波数
特性が得られる）、－６ｄＢ帯域が３－１７ＭＨｚすなわち、－６ｄＢ比帯域幅が１４０
％となる。従来公知のダイアフラム構造では－６ｄＢ比帯域幅は１００～１２０％程度で
あるので、－６ｄＢ比帯域幅が４０～２０ポイント改善することになる。
【００３４】
　図５に示した例では、多角形の形状をしたダイアフラムの中心部にダイアフラムの形状
と相似形の膜を梁と連続するように形成しているが、勿論図７に示すように、中心部にダ
イアフラムの形状と相似形の膜を形成しない梁構造としても、同じ効果を期待できる。一
方、図８に示すように、ダイアフラム中心部に硬い領域１５を設け、その硬い領域１５の
大きさを変えることで、全体のダイアフラムの大きさを保ったまま、個々のダイアフラム
の共振周波数を異なるように設定することも可能である。しかし、ダイアフラムの共振周
波数は、質量と、構造と材質で決まるバネの寄与に分解して考えることが出来るが、バネ
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の強さに対しては、ダイアフラムの厚みが厚い場合には、ダイアフラムのリム部での材質
、形状の寄与が支配的であるため、図８のような形状では、個々のダイアフラムで周波数
を異なるように設定するのは困難である。よって、図８に示したようにダイアフラムの中
心に大きさの異なる硬い領域１５を形成する構造よりは、図５や図７に示したように、多
角形の形状をしたダイアフラムの表面又は裏面にダイアフラムの対向する頂点間を結ぶ幅
の異なる梁を形成した構造の方が好ましい。
【００３５】
　次に、本発明による超音波探触子の広帯域特性を活用する方法に関して説明する。図９
（ａ）は、比帯域幅が６０％程度の従来の探触子を使った場合の、観察部位毎の周波数の
選択の仕方を説明する図である。一般的に周波数が高い方が、波長が短くなるので、空間
分解能が向上する。しかし、超音波の伝播に伴う減衰は、周波数にほぼ比例して大きくな
るので、被検体の深部を観察する場合には、減衰のためほとんど信号が返ってこなくなっ
てしまう。このように、減衰による信号対雑音比の劣化と空間分解能はトレードオフの関
係にあるので、所望の信号対雑音比を満足する範囲でなるべく高い周波数を選択する。従
って、観察対象となる深さによって、ほぼ自動的に最適な周波数が決まり、体表から１５
～２０ｃｍくらいの深いところ（肝臓など）を観察するには２ＭＨｚ程度の周波数、甲状
腺など体表から数センチのところを観察するには１０ＭＨｚ程度の周波数、血管内プロー
ブのような場合には更に高周波が選択される。
【００３６】
　従来は、このような２ＭＨｚから１５ＭＨｚ程度までの広い周波数をカバーするような
超音波探触子が無かったので、それぞれの対象部位毎に探触子を最適化して、所定の中心
周波数を設定したプローブを使っていた。そのため、素子の幅も一定であればよく、波長
の半分から７５％程度になるような、固定素子幅の素子にアレイ化していた。しかし本発
明によれば、図９（ｂ）に示すように、一つの探触子で、人体を対象にする場合に必要な
周波数域をほぼカバーすることが可能となる。図９（ｂ）におけるｆ１，ｆ２，ｆ３は、
各モードにおける駆動周波数である。
【００３７】
　ここで、一つの探触子で、関心領域の体表からの深さによって駆動周波数を切り替えて
、中心周波数を大きく異なるように動作させるために、素子幅が切り替わるように構成す
る必要がある。素子幅の切り替えは、対象部位の選択時に決定され、一つの撮像面内では
一定の場合や、対象部位が比較的大きく、一つの画面内でも関心部位を設定する場所の変
化に応じて切り替わる必要がある場合や、関心領域が体表の近傍から深い部分に広がって
おり、超音波を受信しながらフォーカス位置の移動に伴って素子幅も切り替えていく必要
がある場合もある。例えば、受信しながら素子幅を切り替える場合に関して装置図を用い
て説明する。図１の送波ビームフォーマ２０４から広帯域の超音波パルスを送受波切替ス
イッチ２０５及び副素子束ね切替スイッチ１７を介して、副素子１６から構成される超音
波探触子に印加し、ここには図示しない被検体に超音波パルスを送波する。送波ビームフ
ォーマにおいては、ビームを絞って空間分解能を上げることよりも、広く超音波パルスを
送波し、信号対雑音比を向上することが重要なので、１チャンネル内の副素子数は少なく
して、全口径を狭くする。被検体内で散乱された超音波は浅いところから順に戻ってくる
ので、生体内での伝播距離が短い超音波から順に戻ってくる。この被検体から戻ってくる
超音波を従来技術においては、送受波切替スイッチ２０５を介して受波ビームフォーマ２
０６で受け、各チャンネル間での遅延時間、重み係数を調整し、包絡線検波、スキャンコ
ンバータを介して断層像が表示される。一方、本発明では、探触子と送受波切替スイッチ
２０５の間の副素子束ね切替スイッチ１７において、浅い部分からの超音波の受波時では
送波した帯域の上端の帯域に対応した束ね数で束ね、深い部分からの超音波の受波時では
送波した帯域の下端の帯域に対応した束ね数で束ねる。浅い部分からの超音波の受信から
深い部分からの超音波の受信まで時間的には連続しているので、副素子数の切替も時間的
に連続的に行う必要がある。
【００３８】
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　図５の例では、六角形のダイアフラムを縦横に繋いで電気的な１素子の超音波トランス
デューサとしているが、上記のモードを実現するために、図１０のように、複数の超音波
トランスデューサを短軸方向にのみ結線１３によってトランスデューサ間結線を行い、こ
の電気的に結線された超音波トランスデューサを副素子として、長軸方向（アレイ方向）
に束ねる副素子の数を変えることで、モードによって素子幅を切り替えることができる。
ここでモードとは、対象部位や関心部位の深さによって自動的に決まる撮像条件のことで
ある。撮像条件としては、駆動周波数、受信での周波数フィルタのカットオフ値、送波正
弦波の波数、時間軸重み関数、口径重み関数などである。操作者が対象部位を選択もしく
は入力すると、通常は撮像の深さの範囲が決まり、介在物の減衰の程度が推定可能なため
、最適な周波数などの諸条件が決定される。場合によっては、肝臓や心臓など、比較的大
きな臓器を観察する場合などは、対象部位が決まっても、関心領域が近傍から遠方まで広
く広がっている事が多いので、一つの対象部位でも複数のモードを持ち、反射エコーの生
成する深度によって、自動的にモードを切り替えながら使う場合もある。副素子は、上部
電極同士を導電体によって恒久的に接続されたダイアフラム型超音波トランスデューサの
集まりで構成される。副素子はまた、ビームフォーミングをするための１素子を構成する
とき、切替可能なスイッチによって束ねられる単位トランスデューサとなる。図１０にお
いて、破線２０は、電気的に結線された超音波トランスデューサ副素子間の境界線を示す
。図１０には、アレイ化方向に対して垂直な方向に電気的に接続された４つの副素子１６
ａ～１６ｄが示されている。
【００３９】
　例えば、１個のダイアフラム型超音波トランスデューサを構成するダイアフラムの直径
が５０μｍであるとき、勿論ダイアフラム一つの幅より狭い範囲では調整出来ないが、２
ＭＨｚでの波長の７５％となる０．５５ｍｍの素子幅は直径５０μｍのダイアフラム１１
列で実現でき、２０ＭＨｚでの波長の７５％となる５５μｍの素子幅は直径５０μｍのダ
イアフラム１列で実現できるので、２ＭＨｚから２０ＭＨｚの範囲で、モードごとに最適
な素子ピッチを実現できる。すなわち、この場合には、超音波探触子を２ＭＨｚで駆動す
るときには、隣接する副素子を１１個ずつ束ねたものを１素子として同時に駆動すること
で素子幅０．５５ｍｍを実現することができ、超音波探触子を２０ＭＨｚで駆動するとき
には、個々の副素子を独立して駆動することにより素子幅５５μｍを実現することができ
る。
【００４０】
　図１１は、この副素子を束ねる数の切替え方、及びそれによる効果を具体的に説明した
図である。図１１（ａ）は、最も近い距離Ｆｎに送波もしくは受波の焦点をあわせた状態
を示している。このときは、各素子は、幅Ｗｓの１つの副素子を１素子として構成されて
いるので、チャンネル数Ｎのシステムの場合、全口径幅Ｗｎは、Ｗｎ＝Ｗｓ×Ｎとなる。
一方、図１１（ｂ）は、より深い距離Ｆｆに焦点を合わせた状態を示している。このとき
、幅Ｗｃの素子は、副素子を２個束ねて構成されているので、全口径幅ＷｆはＷｆ＝Ｗｃ
×Ｎ＝２×Ｗｓ×Ｎとなる。更に深い焦点に対しては、副素子を束ねる数を増やしていく
ことで、全口径幅を広げていくことが可能となる。このように、超音波探触子の焦点を変
えても、Ｆ値、すなわち焦点距離／口径幅をほぼ一定に保つことが出来るので、素子幅及
びチャンネル数が一定の場合に比べ、近傍においてはＦ値が小さくなり過ぎることによる
不要なグレーティングローブの生成を抑えることが可能となり、遠方においては、Ｆ値が
大きくなることによるフォーカスのボケを抑えることが出来る。
【００４１】
　この副素子の束ねスイッチは、診断装置内に搭載することも可能であるが、図１２に示
すように、診断装置に接続するコネクタ１９とトランスデューサを結ぶケーブル１８より
も、副素子１６側に副素子の束ねスイッチ１７を設けることによって、ケーブル１８の本
数を必要最小限に抑えることができる。その結果、操作者がトランスデューサを手に持っ
て操作するときの負担を極力低減することが可能となる。
【００４２】



(12) JP 4740770 B2 2011.8.3

10

20

30

40

50

　次に、六角形以外の形状のダイアフラムを用いるダイアフラム型超音波トランスデュー
サアレイの例について説明する。ダイアフラムの隙間の面積を最小にしつつ、共振周波数
が異なるダイアフラムで超音波探触子の送受波面を埋めることは、長方形のダイアフラム
を用いることによっても実現可能である。このとき、長方形ダイアフラムの長辺と短辺の
比が１対１に近いと、夫々の辺の長さに対応したモード間での結合振動のため、共振モー
ドが複雑になり、見かけは広帯域でも、周波数特性を絶対値と位相の両方で見た場合に位
相が一定ではなく、結果として周波数成分毎に異なる遅延を持ち、時間軸上でのパルス特
性が劣化してしまうことがある。しかし、長辺と短辺の長さが大きく異なる（例えば１：
８以上など）ようにしておけば、長方形のダイアフラムは短辺に沿って変形する樋型に振
動し、ほとんど短辺の長さで共振周波数が定まるようになる。
【００４３】
　図１３（ａ）は、長方形のダイアフラムを有するダイアフラム型超音波トランスデュー
サを用いた超音波探触子の例を示す平面摸式図である。また図１４にアレイ化方向の断面
図を示す。図１４に示すように空洞部分の幅が異なるように構成することで、異なる共振
周波数をもつ複数のダイアフラムを電気的に結線された１素子中に備えることが可能とな
る。この超音波探触子は、それぞれが個々のダイアフラム型超音波トランスデューサの構
成要素であるところの複数のダイアフラムを、その長辺の方向が電気的に結線された１素
子１４の長辺の方向と一致するように、すなわち超音波トランスデューサアレイのアレイ
化方向と直交する方向になるように配置している。個々のダイアフラムの下方には、その
ダイアフラムとほぼ同形状の上部電極及び空隙が設けられており、空隙の下方に設けられ
た共通の下部電極と上部電極とによってコンデンサが構成される。また、長方形のダイア
フラムを備える個々のトランスデューサは、そのダイアフラムの短辺の長さによって決ま
る共振周波数を有する。電気的に結線された１素子１４の短辺を複数に分割するような、
ダイアフラムの短辺の長さの組み合わせを選ぶことで、隙間なく配置された、中心周波数
が異なる複数のダイアフラムが、電気的に同時に駆動される一つの超音波トランスデュー
サが得られる。例えば、Ｗ0を５００μｍ、窒化珪素で構成された膜の厚みを３μｍとす
ると、Ｗ1が６０μｍのとき中心周波数が７．８ＭＨｚで－６ｄＢ比帯域幅が１２０％（
－６ｄＢ比帯域が３～１２．５ＭＨｚ）、Ｗ2が５０μｍのとき中心周波数が１０ＭＨｚ
で－６ｄＢ比帯域幅が１００％（－６ｄＢ比帯域が５～１５ＭＨｚ）、Ｗ3が４０μｍの
とき中心周波数が１１．５ＭＨｚで－６ｄＢ比帯域幅が１００％（－６ｄＢ比帯域が６～
１７ＭＨｚ）となる。短辺の長さＷ1，Ｗ2，Ｗ3を有するトランスデューサの数をそれぞ
れ最適にすることにより（Ｗ1とＷ3の数をＷ2の数より多くした方が、より平坦な周波数
特性が得られる）、－６ｄＢ帯域が１～１５ＭＨｚすなわち、－６ｄＢ比帯域幅が１４０
％となる。従来公知のダイアフラム構造では－６ｄＢ比帯域幅は１００～１２０％程度で
あるので、－６ｄＢ比帯域幅が２０～４０ポイント改善することになる。
【００４４】
　図１３（ｂ）は、長方形のダイアフラムを有するダイアフラム型超音波トランスデュー
サアレイを用いた超音波探触子の他の例を示す平面摸式図である。この超音波探触子は、
それぞれが個々のトランスデューサの構成要素であるところの複数のダイアフラムを、そ
の長辺の方向が電気的１素子１４の短辺と同じ向き、すなわち超音波トランスデューサア
レイのアレイ化方向と同じ方向になるように配置している。個々のダイアフラムの下方に
は、そのダイアフラムとほぼ同形状の上部電極及び空隙が設けられており、空隙の下方に
設けられた共通の下部電極と上部電極とによってコンデンサが構成される。このようなダ
イアフラムの配置によっても、中心周波数が異なる複数のダイアフラムで超音波探触子の
表面を隙間無く充填することが可能となる。これらの、異なる中心周波数のダイアフラム
を並べるときに、規則性がなるべく出ないように配列する方が、不要なグレーティングビ
ームを発生しないので好ましい。なお、図１３（ｂ）においても、図１３（ａ）と同じよ
うにＷ1，Ｗ2，Ｗ3に対して共振周波数が決定されるので、選択の仕方、及び効果に関し
ても図１３（ａ）の場合と同様である。
【００４５】
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　本実施例においても、図１５に示すように、アレイの長軸方向の素子幅をモードによっ
て自由に変えられるように設定することは、本発明の超音波撮像素子が有する広帯域特性
を十分に使いこなすという観点から有益である。なお、図１５においては、複数のトラン
スデューサをアレイ化方向と垂直な方向にのみ結線して多数の副素子を構成しておき、副
素子の束ね方を変更することによってアレイの長軸方向の素子幅を変更するものであるが
、図１３（ａ）あるいは図１３（ｂ）に示すように結線された複数のダイアフラム型超音
波トランスデューサからなる素子１４を１つの副素子とし、副素子の束ね方を束ねスイッ
チによって変更することによって、アレイの長軸方向の素子幅をモードに応じて変更する
ようにしてもよい。
【００４６】
　図１６は、本発明による超音波探触子の更に別の実施例を示す平面模式図である。図１
７（ａ）は、その断面模式図である。図のように幅の異なる梁を複数ダイアフラムの表面
に設けることによって、広帯域なトランスデューサを実現できる。本実施例の超音波探触
子のダイアフラム型超音波トランスデューサは、１つの電気信号によって駆動される素子
、すなわち電気的な１素子を１つのダイアフラムで構成するが、１つのダイアフラム上に
中心周波数の異なる梁を複数並べてダイアフラム全体としての帯域幅を広げたものである
。図１６の例では、１つのトランスデューサを構成する長方形のダイアフラム６上に、ダ
イアフラムの短辺方向を横切るように矩形の梁７ａ～７ｅを複数形成した。梁７ａの短辺
の幅はＷ1、梁７ｂの短辺の幅はＷ2、梁７ｃの短辺の幅はＷ3、梁７ｄの短辺の幅はＷ4、
梁７ｅの短辺の幅はＷ5であり、幅Ｗ1～Ｗ5は互いに異なる。図１６のダイアフラムと梁
の関係は梁の交差点部の寄与が大きくない場合には、図５におけるＷ1，Ｗ2，Ｗ3と共振
周波数の関係と同じである。なお、図１７（ｂ）に示すように、幅の異なる梁をダイアフ
ラム６の内部に埋め込むようにして設けてもよい。
【００４７】
　図１６に示した超音波探触子の場合も、やはり前述のように、各々の中心周波数をもつ
梁ごとの並べ方に、なるべく周期性がないように配置して、グレーティングローブが形成
されないように注意する必要がある。
【００４８】
　上記実施例においては、２次元断層像を撮像するための１次元アレイの例で説明を行っ
たが、２次元アレイや、１．５次元アレイにおいても、電気的な１素子を構成するダイア
フラムの数は減るものの、複数のダイアフラムで電気的な１素子を構成することに変わり
はないので、本発明の特徴である、隙間を最小限に抑えた、中心周波数が異なる複数のダ
イアフラムで構成される電気的な素子を配置したトランスデューサアレイを実現すること
ができる。なお、１．５次元アレイとは、超音波ビーム位置もしくは方向を走査する方向
（長軸）、すなわち撮像面に直交する方向（短軸）に関してもアレイ化することにより、
短軸側のフォーカスも可変にすることができる構成をもったアレイのことである。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明による超音波撮像装置の構成例を示す図。
【図２】ダイアフラム間の距離とパルス波形の関係を説明する図。
【図３】ダイアフラム間の距離と反射波形の関係を説明する図。
【図４】ダイアフラム間の距離と反射波形の強度を説明する図。
【図５】本発明による超音波探触子の実施例を示す上面図。
【図６】本発明による半導体ダイアフラム型超音波トランスデューサの構造を示す図。
【図７】本発明による半導体ダイアフラム型超音波トランスデューサの上面図。
【図８】本発明による半導体ダイアフラム型超音波トランスデューサの上面図。
【図９】本発明による広帯域化した周波数帯域の利用形態の説明図。
【図１０】モードによって電気的な１素子の幅を切り替えて使うためのトランスデューサ
。
【図１１】焦点までの距離に応じて副素子の束ね方を切り替える効果の説明図。
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【図１２】副素子束ね切替スイッチと周辺部分の説明図。
【図１３】本発明によるダイアフラム型超音波トランスデューサアレイの上面図。
【図１４】半導体ダイアフラム型超音波トランスデューサの断面摸式図。
【図１５】電気的な１素子の幅を切り替えて使うトランスデューサアレイの上面図。
【図１６】本発明によるダイアフラム型超音波トランスデューサアレイの上面図。
【図１７】半導体ダイアフラム型超音波トランスデューサの断面摸式図。
【図１８】半導体ダイアフラム型超音波トランスデューサの断面摸式図。
【図１９】半導体ダイアフラム型超音波トランスデューサアレイの上面図。
【図２０】径が異なるダイアフラムを並べた超音波トランスデューサの説明図。
【図２１】ダイアフラム間を反射する超音波の経路を説明する図。
【図２２】ダイアフラムの隙間から基板に入った超音波によるノイズ生成の説明図。アレ
イの上面図。
【符号の説明】
【００５０】
１…基板、２…下部電極、３…上部電極、４…空隙、５…ダイアフラム層、６…ダイアフ
ラム層、７…梁、１２…超音波トランスデューサ、１３…結線、１４…超音波トランスデ
ューサの電気的に結線された１素子、１５…ダイアフラム中心部の硬い領域、１６…副素
子、１７…副素子束ね切替スイッチ、１８…ケーブル、１９…ケーブル／診断機接続コネ
クタ、２０…超音波トランスデューサ素子もしくは副素子間の境界線。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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【図１７】 【図１８】
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【図２１】 【図２２】
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